静岡県小学生バレーボール連盟　コンプライアンス規程
第１章　総　則
第１条（目的）
本規程は、静岡県小学生バレーボール連盟（以下「県小連」という。）におけるコンプライアンスに関する意識の向上を図るとともに、コンプライアンスを円滑かつ効果的に実施するための基本事項、組織体制及び運営方法等を定める。
第２条（関連する規程）
本規程に記載ない事項は、公益財団法人日本バレーボール協会および日本小学生バレーボール連盟の「倫理規程」に準拠する。
第３条（適用範囲）
本規程の適用対象者は、以下に定める「県小連関係者」とする。
（１）県小連役員（会長・副会長・理事長・常任理事・理事・監事・評議員）
（２）地区小連役員
（３）「加盟団体登録および個人登録規程」に基づいて県小連に登録された個人又は団体の指導者
（４）参加選手の保護者
第２章　義　務
第４条（行動範囲）
県小連関係者は、コンプライアンスを誠実に遵守するだけではなく、競技規則を守り、自ら或いは自らが関係する団体の利益となるような言動・行動・活動を慎み、フェアプレーの精神に基づいて他の範になるように行動し、バレーボールの健全な普及・発展するように努めなければならない。
第５条（禁止事項）
県小連関係者は、次の行為を行うことを禁止する。
（１）県小連に決定した方針に従わないこと。
（２）県小連が認めていない競技会、県小連が目指すバレーボールと異なる目的の競技会に参加すること。また、同様の競技会等を主催しないこと。
（３）小学生の健全育成から逸脱した日常練習や練習試合等を行うこと。
（４）飲酒を伴う指導、指導に名を借りた体罰、暴力、暴言、セクシャルハラスメント、保護者等への個人的な要求、個人的な差別等、人権尊重の精神に反する言動をとること。
（５）選手の加入に係わる正当な手続きを経ずに、選手の勧誘、入部、移籍を行うこと。
（６）県小連関係者として著しく品位又は名誉を傷つけること。
（７）フェアプレーの精神に明らかに違反すること。
（８）著しくスポーツ精神に反する行為を行うこと。
第３章　組織体制
第６条（コンプライアンス委員会）
県小連は、コンプライアンスを有効に機能させるため「コンプライアンス委員会」を　　置く。コンプライアンス委員会は次の事項を行う。
（１）コンプライアンスに関する方針、体制、関連規程を定める。
（２）コンプライアンスに係わる解決すべき課題について対応する。
（３）コンプライアンスに係わる啓発活動を行う。
（４）その他、コンプライアンスに関する必要な事項を行う。
第７条（組織）
コンプライアンス委員会は、会長、副会長、理事長、副理事長、総務委員長で構成し、委員長は常任理事会で選任する。委員長は、必要に応じて関係者を委員会に出席させる　　ことができる
第４章　違反発生時の対応
第８条（違反行為の対応）
前記５条の違反行為に対する措置は、以下の手順で行う。
（１）通報

通報者は、対象者の基本情報、体罰・暴力・暴言等の相談内容を各地区相談窓口に連絡する。
（２）調査
各地区連絡窓口では、コンプライアンス委員長に第一報し、事実関係の調査を行う。
（３）報告
調査結果は、速やかにコンプライアンス委員会に次の項目を報告する。
ア．違反行為の具体的内容
イ．違反行為を行った者の氏名・所属または団体名
ウ．違反行為が行われた背景・事業
エ．その他、違反内容について
（４）処分内容
ア．県小連役員、地区小連役員の処分は、厳重注意、譴責、勧告、その他必要に　　　　応じた処分
イ．登録された個人または団体の処分は、厳重注意、譴責、競技会への出場停止、期限付き資格停止、無期限資格の停止、登録抹消、その他必要に応じた処分
ウ．体罰・暴力・暴言に関わる処分
	区分
	体罰・暴力・暴言などの違反内容
	処分内容

	レベル１
	言葉による暴力を伴う指導など
	口頭による厳重注意

	レベル２
	レベル１を繰り返し
	文書による厳重注意
反省文の提出

	レベル３
	体罰・暴力行為・その他指導者として相応しくない行為（飲酒の上での指導を含む）
	一定期間（1年以内）の指導およびベンチ入り禁止

	レベル４
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	指導及びベンチ入り禁止（1年以上）および指導資格・役職等の剥奪

	レベル５
	刑事・行政責任に関わるような体罰・暴力事件等
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（５）当事者の弁明
処分を決定するに当たっては、公正を期するために、当事者の弁明の機会を設定　する。
（６）処分決定
コンプライアンス委員長は、委員会を招集し処分内容を決定し、常任理事会の承認を得る。
（７）不服申し立て
処分決定に対する不服申し立ては、被処分者が県小連会長あてに文書で提出する。
第９条（規程の改廃）
本規程の改廃は、常任理事会の議を経なければならない。
付　則
１．本規程は令和３年２月８日から施行する。
２．平成２０年４月１日施行の体罰・暴力に関する処理要綱は廃止する。
